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（午前 ９時 ３０分）

平野倖規議長

皆さん、おはようございます。

開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

本日、ここに平成２３年１２月紀北町議会定例会が招集されました。

議員各位には、公私ともどもご多用のところ、ご出席いただきありがとうございます。

去る１２月１日に、新しい紀北町議会の組織が構成され、スタートしたところでありますが、

議会といたしましては、住民を代表する意思決定機関としての機能を果たすために、最善の

努力を傾注してまいりたいと決意する次第であります。

どうかよろしくお願い申し上げます。

議員各位におかれましては、円滑に議事を進められ、適切、妥当な議決に達せられるよう、

最後まで慎重なるご審議をお願い申し上げます。

開会にあたっての挨拶といたします。

平野倖規議長

それでは、会議を進めます。

ただいまの出席議員は１８名であり、定足数に達しております。

また、羽根川事務局長が欠席のため、脇次長が代理いたします。

平野倖規議長

それでは、平成２３年１２月紀北町議会定例会を開会いたします。

会期日程並びに議事日程につきましては、お手元に配付したとおりであります。

また、今期定例会において、議会放送番組収録のためＺＴＶ及び企画課職員による撮影、

並びに報道関係者の撮影等を許可することにいたします。

それでは、会期日程並びに議事日程を朗読させます。

脇議会事務局次長。

脇俊明議会事務局次長

それでは、まず会期日程表について朗読させていただきます。

平成２３年１２月紀北町議会定例会会期日程表

第１日、１２月６日、火曜日、９ 時３０分、本会議、開会、人事案件上程、説明、質疑、討論、
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採決、議案上程、説明、質疑、委員会付託、一般質問の受付締め切りは、本日午後５時まで

でございます。

第２日、１２月７日、水曜日、第３日、１２月８日、木曜日、第４日、１２月９日、金曜日の３

日間におきましては、休会といたしまして、常任委員会の開催を予定しております。

第５日、１２月１０日、土曜日、第６日、１２月１１日、日曜日は、休日のために休会でございま

す。

第７日、１２月１２日、月曜日も休会でございます。

第８日、１２月１３日、火曜日、９時３０分、本会議、一般質問。

第９日、１２月１４日、水曜日、９時３０分、本会議、一般質問。

第１０日、１２月１５日、木曜日、９時３０分、本会議、一般質問。

第１１日、１２月１６日、金曜日、９時３０分、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会で

ございます。

次に、議事日程表でございます。

平成２３年１２月紀北町議会定例会議事日程（第１号）

平成２３年１２月６日（火曜日）午前９時３０分開議

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 諸般の報告

第４ 行政報告

第５ 議案第４１号 紀北町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

第６ 議案第４２号 紀北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

第７ 議案第４３号 紀北町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例

第８ 議案第４４号 紀北町税条例等の一部を改正する条例

第９ 議案第４５号 紀北町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

第１０ 議案第４６号 紀北町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

第１１ 議案第４７号 平成２３年度紀北町一般会計補正予算（第５号）

第１２ 議案第４８号 平成２３年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

第１３ 議案第４９号 平成２３年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

第１４ 議案第５０号 平成２３年度紀北町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）
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第１５ 議案第５１号 平成２３年度紀北町水道事業会計補正予算（第１号）

以上でございます。

平野倖規議長

これから本日の会議を開きます。

日程第１

平野倖規議長

日程第 １ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第 １１９条の規定により、本日の会議録署名議員に、

１番 奥村 仁君

２番 東 貴雄君

のご両名を指名いたします。

日程第２

平野倖規議長

次に、日程第 ２ 会期の決定の件を議題といたします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日１２月６日から１２月１６日までの１１日間といたしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

異議なしと認めます。

したがって、本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの１１日間とすることに決定します。
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日程第３

平野倖規議長

次に、日程第３ 諸般の報告を行います。

去る１２月１日に議会運営委員会が開催され、本定例会にかかる運営等について協議が行わ

れました。その確認事項についてご報告申し上げます。

まず、付議事件であります。本定例会において提出され受理した案件は、人事案件が１件、

条例改正案件が５件、補正予算案件が５件、計１１件となっております。

次に、陳情案件についてでありますが、全国福祉保育労働組合東海地方本部執行委員長、

安藤光枝氏から、保育所運営費国庫負担金を廃止しないことを求める意見書の採択を求める

陳情の提出がありました。本陳情については、町外からのものであることから、その取り扱

いは申し合わせのとおり、全議員に配付することに決定されました。

次に、要望についてでありますが、海野漁業協同組合代表理事組合長と三浦漁業協同組合

代表理事組合長から、漁業用軽油に係る軽油取引税の課税免除恒久化に関する要望が提出さ

れました。本要望に関しても申し合わせのとおり、議長が必要と認めたものは、全議員にそ

の写しを参考送付するということに決定されました。

以上が、議会運営委員会の報告事項であります。

なお、陳情及び要望案件については、各議員の棚に配付させていただきましたので、あわ

せて報告いたします。

次に、一般質問についてでありますす。通告書の受付時間は、本日午前８時３０分から午後

５時となっております。質問の要旨は具体的に記載することになっており、単なる質問項目

のみで、要旨が具体的に記載されていない場合は受理しないこともありますので、ご注意く

ださい。

なお、午後５時に締め切りまして、通告書の確認をしたうえで、記載事項について不明確

なものについては連絡をし、訂正をお願いすることがありますので、連絡があった場合は、

直ちに対応できるようにしていただきたいと思います。

次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定により、教育委員長

から、紀北町教育委員会点検評価報告書の提出がございましたので、各議員の棚に配付させ

ていただきました。今後の参考資料としていただきたいと思います。

次に、地方自治法第１２１条の規定により、提出案件等の説明のため、あらかじめ出席を求
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めたところ、尾上町長はじめ、大和教育委員長、井上監査委員、その他関係課長等の出席が

ありましたので、ご報告します。

なお、奥川水道課長に代わって、橋倉水道課長副参事が出席することを許可しております。

次に、一部事務組合議会等の開催であります。三重紀北消防組合議会は、１２月２２日、木曜

日、午前１０時から開催、同じく１２月２２日、午後１時３０分から紀北広域連合議会の開催、また、

荷坂やすらぎ苑組合議会は、１２月２６日、月曜、午前１０時から開催の予定であります。

次に、慶弔関係でありますが、元海山町議会議員の中井靖夫さんが、１０月２５日にご逝去さ

れました。中井氏におかれましては、５期２０年にわたり議員として町の発展に多大なご尽力

をされました。また、生前のご功績に対し、旭日単光章が授与されましたので、あわせてご

報告いたします。

次に、年末年始における行事予定であります。

１２月１１日から１２月２０日までの１０日間で、年末交通安全県民運動が展開されます。運動の重

点は、子どもと高齢者の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの

正しい着用の徹底、飲酒の根絶であります。町民一人ひとりが交通事故防止を自らの問題と

してとらえ、交通安全の各種行事に参加するなど、交通安全意識を高め、交通事故防止に努

めていただきたいと思います。

また、１２月１７日から１２月２７日までの１１日間で、長島港前浜において恒例の紀北町年末きい

ながしま港市が開催されます。今年は累計で１００万人の集客を目標とし、関係者一同一丸と

なって開催に向け、取り組んでいるところと伺っております。町民の皆様、並びに議員にお

かれましてもイベントが成功に終わりますよう、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げま

す。

次に、１月４日、水曜日、午前１０時から、海山多目的広場で消防出初式が開催されます。

また、１月８日、日曜日、午前１０時３０分から、海山公民館で成人式が開催されます。出席方

よろしくお願いします。

次に、常任委員会の開催についてであります。

７日から９日の３日間で、常任委員会の開催を予定しております。開催日については、委

員長において調整していただき、本日の会議の終りに報告させていただきたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。

最後に、本日、会議終了後、全員協議会を開催いたします。協議事項は、野々瀬地区土砂

採取計画認可申請に伴う意見書についてであります。よろしくお願いします。
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以上で、諸般の報告を終わります。

日程第４

平野倖規議長

次に、日程第４ 行政報告について、町長から申し出がありましたので、許可することと

いたします。

尾上町長。

尾上壽一町長

皆さん、おはようございます。

本日は、定例会の開催要請をさせていただきましたところ、全員のご出席を賜り、誠にあ

りがとうございます。厚く御礼を申し上げます。

早速ですが、本議会定例会にあたりまして、２件の行政報告をさせていただきます。

まず、野々瀬地区土砂採取計画認可申請についてでございます。三重県におきまして、土

砂採取計画認可申請の内容審査が終了し、尾鷲建設事務所長から紀北町に、採石法の規定に

よる意見聴取がありました。しかしながら、１２月１日に、水谷建設が会社更生法の適用を申

し立てられたことに端を発し、１２月５日付けで、三重県から意見聴取を保留する通知がござ

いました。本日、本会議終了後の全員協議会におきまして、これまでの経緯について、ご説

明申し上げたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。

続きまして、寄付のご報告をさせていただきます。

去る１１月に、紀伊長島区ご出身で、現在、神奈川県に在住の岩崎幸雄様より、ふるさと寄

附金１００万円をいただきました。岩崎様におかれましては、平成２０年度から毎年度ご寄附を

していただいております。心より感謝申し上げますとともに、その趣旨に沿い、今後、有効

に活用させていただきたいと存じますので、ここにご報告を申し上げます。

以上、２件をご報告いたしまして、１２月定例会にあたりましての行政報告とさせていただ

きます。以上です。

平野倖規議長

以上で、行政報告を終わります。
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それでは、議案の審議に入ります。

日程第５

平野倖規議長

お諮りします。

議案第４１号の審議にあたっては、人事案件であるため、会議規則第３９条第３項の規定によ

り、委員会への付託を省略し、本会議において審議することといたしたいと思いますが、ご

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

異議なしと認めます。

したがって、議案第４１号については、委員会への付託を省略し、直ちに本会議で審議する

ことに決定します。

平野倖規議長

日程第５ 議案第４１号 紀北町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを

議題とします。

まず、提案者から提案理由の説明及び内容説明を求めます。

尾上町長。

尾上壽一町長

それでは、本日、本議会定例会に上程をいたしました人事案件につきまして、提案理由を

ご説明申し上げます。

議案第４１号 紀北町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでありますが、

前教育委員会委員の中村高子氏が、本年１１月２８日をもって任期満了となりましたので、新た

に海山区相賀１９５２番地、今井智恵子氏を任命いたしたく、同意を求めるものであります。

中村高子氏におかれましては、平成１９年１１月２９日に就任していただいてから４年間にわた

り、教育委員会委員として、教育行政に多大なご尽力を賜りましたことを、厚く御礼を申し

上げます。
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今井智恵子氏につきましても、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する方

であることから、適任であると判断したものであります。

人事案件につきましては、この１件でありますが、ご審議のうえ、ご同意を賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げます。

平野倖規議長

以上で、議案の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

次に、原案に賛成の方の発言を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、討論を終了し、採決いたします。

お諮りします。

日程第５ 議案第４１号については、原案のとおり同意することに賛成の方は、挙手お願い

します。

（ 全 員 挙 手 ）

平野倖規議長

賛成全員です。

したがって、議案第４１号については、原案のとおり同意することに決定します。

日程第６～日程第１５
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平野倖規議長

お諮りします。

日程第６ 議案第４２号から、日程第１５ 議案第５１号までの１０件については、提案者から提

案理由並びに内容説明を求めるため、一括して説明を求めることにしたいと思いますが、ご

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

異議なしと認めます。

したがって、議案１０件については、一括して提案理由並びに内容説明を求めることに決定

します。

それでは、最初に提案者から一括して提案理由の説明を求めます。

尾上町長。

尾上壽一町長

先ほどの人事案件につきましては、ご同意を賜りまして、誠にありがとうございました。

引き続きまして、各議案の提案理由についてのご説明を申し上げます。

議案第４２号 紀北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でありま

すが、条例中に引用する児童福祉法が改正され、条例番号が改められたことに伴いまして、

本条例の一部を改正する必要が生じましたので、議会の議決を求めるものであります。

議案第４３号 紀北町議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例でありますが、条例中に引用する障害者自立支援法が改正され、条項番号

が改められたことに伴い、本条例の一部を改正する必要が生じましたので、議会の議決を求

めるものであります。

議案第４４号 紀北町税条例等の一部を改正する条例でありますが、地方税法等の一部を改

正する法律が施行されたことに伴い、町民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ、町

税に関する特例の措置や不申告に対する過料の引き上げ等につきまして、本条例の一部を改

正する必要が生じましたので、議会の議決を求めるものであります。

議案第４５号 紀北町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、

災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、災害弔慰金の支給対象となる範囲が拡大さ

れたことから、本条例の一部を改正する必要が生じましたので、議会の議決を求めるもので

１１



あります。

議案第４６号 紀北町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でありますが、条

例中に引用する障害者自立支援法が改正され、条項番号が改められたことに伴い、本条例の

一部を改正する必要が生じましたので、議会の議決を求めるものであります。

議案第４７号 平成２３年度紀北町一般会計補正予算（第５号）でありますが、歳入歳出予算

の総額に、歳入歳出それぞれ３億２，７６０万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ１０１億３，３７４万４，０００円といたしたいもので、議会の議決を求めるものであります。

主なものといたしましては、歳入予算では、地方交付税が２億４，０１１万１，０００円の増、国庫

補助金が４，６０１万６，０００円の増となるほか、県補助金等の増減によるものであります。

一方、歳出予算では、総務管理費が１億５，９６１万６，０００円の増、公共土木施設災害復旧費が

６，８８３万７，０００円の増となるほか、農林水産施設災害復旧費等の増減によるものであります。

議案第４８号 平成２３年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）であります

が、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億１，５８２万７，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を、歳入歳出それぞれ２８億７，３７３万７，０００円といたしたいので、議会の議決を求めるも

のであります。

主なものといたしましては、歳入予算では、前期高齢者交付金が１億５７０万２，０００円の増、

療養給付費交付金が１，３２４万４，０００円の減となるほか、共同事業交付金等の増減によるもので

あります。

一方、歳出予算では、基金積立金が４，４０１万８，０００円の増、療養諸費が３，４０６万７，０００円の増

となるほか、共同事業拠出金等の増減によるものであります。

議案第４９号 平成２３年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でありますが、

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３万７，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ５億９３９万円といたしたいので、議会の議決を求めるものであります。

内訳といたしましては、歳入予算では、一般会計繰入金３万７，０００円の増であります。

一方、歳出予算では、総務費、総務管理費で３万７，０００円の増であります。

議案第５０号 平成２３年度紀北町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）であります

が、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６０３万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ１億９，０２０万３，０００円といたしたいので、議会の議決を求めるもので

あります。

内訳といたしましては、歳入予算では、介護給付費収入で６０３万８，０００円の減であります。
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一方、歳出予算では、施設管理費で６０３万８，０００円の増であります。

議案第５１号 平成２３年度紀北町水道事業会計補正予算（第１号）でありますが、収益的支

出につきまして、水道事業費用１，２５３万１，０００円を増額し、総額を３億８，１３０万５，０００円といた

したいので、議会の議決を求めるものであります。

内訳といたしましては、収益的収支のうち、職員人件費による１，２５３万１，０００円の増であり

まして、財源につきましては営業収益等で補てんするものであります。

以上、１０件の議案をご説明申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれ担当に説明

をいたさせます。何とぞ慎重審議のうえ、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ

ます。

平野倖規議長

町長、ちょっと訂正したって。

尾上壽一町長

申し訳ないです。議案第５０号のですね、施設管理費で６０３万８，０００円の減でありますという

のが正しく、私が増と申し上げたそうでございます。減が正解でございます。よろしくお願い

申し上げます。

平野倖規議長

続いて、各議案の内容説明を求めます。

まず、議案第４２号と４３号の説明を求めます。

中場総務課長。

中場幹総務課長

それでは、議案第４２号、４３号の内容につきまして、ご説明を申し上げます。

まず、議案書の３ページをお願いいたします。

議案第４２号 紀北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

紀北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年紀北町条例第２８号）の一部を別紙

のとおり改正する。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

提案理由

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間

において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行による児
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童福祉法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたためでございます。

４ページにつきましては、改正文が記載されてございます。

内容につきましては、５ページの新旧対照表でご説明をさせていただきます。

右側が改正前、左側が改正後でございます。第９条第１項第２号中の児童福祉法第６条の

２第３項を、第６条の３第２項に改正するものであります。児童福祉法の改正により条項番

号が変更されたため、本条例の条項番号を改正するもので、放課後児童健全育成事業を行う

施設に、その子を出迎えにいくために赴く職員には、早出、遅出勤務をさせることができる

との規定の内容でございますが、内容につきましては、変更はございません。条項番号の変

更だけでございます。

なお、附則により、平成２４年４月１日から施行することとされております。

中場幹総務課長

議案書の６ページをお願いいたします。

議案第４３号 紀北町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例

紀北町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例（平成１７年紀北町条例

第３０号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

提案理由

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間

において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行による障

害者自立支援法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたためでございます。

７ページにつきましては、改正文でございます。

今回の一部改正は、２条立てとなっておりまして、第１条では、公布の日から施行するこ

ととし、第２条では、平成２４年４月１日から施行することとしております。

内容につきましては、８ページ、９ページの新旧対照表でご説明申し上げます。

これも同様に右が改正前、左が改正後でございます。まず８ページでございますが、第１

条関係の改正で、第１０条の２第１項第２号中の障害者自立支援法第５条第１２項を、第５条第

１３項に、同号中、同条第６項を同条第７項に改正するものでございます。

障害者自立支援法の第５条第３項の次に、１項が追加されましたことにより、障害者自立
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支援法を引用している本条例の条項番号を改正するというものでございまして、障害者支援

施設に入所している場合、生活介護を受けている場合は、介護補償を行わないとの規定でご

ざいますが、その規定の内容には変更はございません。条項番号の変更だけでございます。

附則によりまして、公布の日から施行することとさせていただいております。

９ページをご覧いただきたいと思います。

９ページにつきましては、第２条関係の新旧対照表でございまして、第１０条の２第１項第

２号中の障害者自立支援法第５条第１３項を、第５条第１２項に改正するものでございます。

障害者自立支援法の第５条第８項の削除が、平成２４年４月１日に施行されることにより、

障害者自立支援法を引用している本条例の条項番号を改正するもので、障害者支援施設に入

所している場合は、介護補償を行わないとの規定内容に変更はございません。

附則により、平成２４年４月１日から施行することにさせていただいております。

以上、内容につきまして、ご説明を申し上げました。よろしくお願いいたします。

平野倖規議長

次に、議案第４４号についての内容説明を求めます。

家崎税務課長。

家崎英寿税務課長

議案第４４号について、ご説明申し上げます。

議案書の１０ページをお願いします。

議案第４４号 紀北町税条例等の一部を改正する条例

紀北町税条例等の一部を別紙のとおり改正する。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

提案理由

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の改正

に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたためであります。

条例の主な改正内容につきまして、新旧対照表でご説明申し上げます。

１９ページをお願いします。第２６条、第１項町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料。

２４ページをお願いします。第３６条の４、第１項町民税に係る不申告に関する過料、第５３条

の１０、第１項退職所得申告書の不提出に関する過料。

２５ページをお願いします。第６５条、第１項固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する
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過料、第７５条、第１項固定資産税に係る不申告に関する過料。

２６ページをお願いします。

第８８条、第１項軽自動車税に係る不申告等に関する過料、第 １３３条、第１項特別土地保有

税の納税管理人に係る不申告に関する過料の改正につきましては、町税の申告などに関する

罰則について規定するもので、地方税法の改正に伴い、過料の額を３万円以下を、１０万円以

下に改めるものでございます。

前後して申し訳ありませんが、１９ページをお願いします。

第３４条の７、寄附金税額控除の改正は、寄附金税額控除の適用対象に認定特定非営利活動

法人以外の特定非営利活動法人への寄附金のうち、町民の福祉の増進に寄与する寄附金とし

て、町が条例で定めるものを追加するとともに、寄附金税額控除の適用下限を２，０００円に引

き下げる規定を整備するものであります。

２３ページから２４ページをお願いします。

第３６条の２町民税の申告の改正は、第３４条の７寄附金税額控除の改正に伴い、第１項に必

要な規定を整備するとともに、第６項として申告書の提出義務の規定を追加すること、及び

それに伴う項の繰り下げであります。

第３６条の３、第２項の改正は、条文中の語句の整備であります。

第６１条固定資産税の課税標準、第９項及び第１０項の改正は、地方税法の条項の繰り下げに

よる規定の整備であります。

２５ページから２６ページをお願いします。

第７６条、固定資産評価員の設置、第２項と、第７６条の２固定資産評価補助員につきまして

は、地方税法で定められている固定資産評価委員と固定資産評価補助員の規定を新たに追加

整備するものであります。

第 １００条の２、たばこ税に関する不申告に関する過料の規定を新たに追加するものであり

ます。

第 １３９条の２は、特別土地保有税に係る不申告に関する過料の規定を新たに追加するもの

で、同時に条の繰り下げを行うものであります。

２７ページをお願いします。

附則第７条の４は、寄附金税額控除における特例控除額の特例を規定するもので、この特

例については、地方税法附則第５条の５第２項に定めるところによるものとするための規定

の整備であります。
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２８ページから２９ページをお願いします。

附則第８条は、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例を規定するもので、

特例の適用年度を平成２７年度までに延長するとともに、この特例については地方税法附則第

６条第４項及び第５項に定めるところによるものとするための規定の整備であります。

附則第１０条の２、第４項高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に伴い、条文中第３１

条の規定による認定を、第７条第１項の登録に改めるものであります。

３０ページをお願いします。附則第１６条の３、第３項上場株式等に係る配当所得に係る町民

税の課税の特例。

３１ページをお願いします。附則第１６条の４、第３項土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

町民税の課税の特例、附則第１７条、第３項長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例。

３２ページをお願いします。附則第１８条、第５項短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の

特例。

３３ページをお願いします。附則第１９条、第２項株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民

税の課税の特例。

３４ページをお願いします。附則第２０条の２、第２項先物取引に係る雑所得等に係る個人の

町民税の課税の特例、附則第２０条の４、第２項及び第５項条約適用利子等及び条約配当等に

係る個人の町民税の課税の特例の改正につきましては、第３４条の７、寄附金税額控除の規定

の適用を受ける場合における読み替え規定の整備であります。

附則の改正をご説明申し上げます。３６ページから３８ページをお願いします。

第１条は、この条例の施行期日を規定するものであります。

第２条は、町民税に係る経過措置を。

第３条は、固定資産税に関する経過措置を。

第５条は、罰則に関する経過措置を規定したものであります。

３９ページから４１ページをお願いします。第２条による改正です。

４２ページは、第３条による改正であります。

紀北町税条例の一部を改正する条例の一部改正で、過去の一部改正条例を改正するもので

あります。

３９ページから４０ページをお願いします。第２条の個人の町民税に関する経過措置のうち、

第６項では、平成２２年度から平成２６年度までの各年度における第３４条の７、寄附金税額控除

の規定の適用について読み替えるための規定の整備であります。
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そのほか第１０項、第１７項、及び２２項においては、課税の特例期間を平成２５年１２月３１日まで

延長するための、規定の整備であります。

４１ページの附則、第１条で、条例は公布の日から施行すること。

第４条では、紀北町税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置をそれぞれ規

定するものであります。

４２ページをお願いします。第１条の施行期日のうち、附則第１９条の３の非課税口座内、上

場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例の施行期日を、平成２７年１月１日に延長する

ための規定の整備であります。

第２条の町民税に関する経過措置のうち、第６項においては、附則第１９条の３の非課税口

座内、上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例の規定の適用年度を、平成２７年度に

延長するための規定の整備であります。

附則でこの条例は、公布の日から施行すると定めています。

以上が、議案第４４号の提案説明であります。よろしくご審議賜りますようお願いします。

平野倖規議長

次に、議案第４５号についての内容説明を求めます。

谷福祉保健課長。

谷吉希福祉保健課長

よろしくお願いいたします。

議案第４５号 紀北町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

紀北町災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年紀北町条例第８０号）の一部を別紙のと

おり改正する。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

提案理由

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害弔慰金の支給対象となる遺族の

範囲について、一定の要件の下に兄弟姉妹にまで拡大されることにより、本条例の一部を改

正する必要が生じたためでございます。

４４ページには改正文が記載されております。

４５ページをご覧ください。

新旧対照表でご説明いたします。
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新しく第４条、第１項第１号中、維持していた遺族の次に、兄弟姉妹を除く。以下この項

において同じ。）を加え、同項に第３号として、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖

父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹（死亡者の死

亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。）とする。を新しく追加しま

す。

附則に、この条例は、公布の日から施行し、改正後の紀北町災害弔慰金の支給等に関する

条例第４条第１項の規定は、平成２３年３月１１日以後に生じた災害により死亡した町民に係る

災害弔慰金の支給について適用するものでございます。

以上で、説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議をいただきますよう、よろし

くお願いします。

平野倖規議長

次に、議案第４６号についての内容説明を求めます。

五味危機管理課長。

五味啓危機管理課長

それでは、議案第４６号の内容説明をさせていただきます。

４６ページをお願いいたします。

議案第４６号 紀北町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

紀北町消防団員等公務災害補償条例（平成１７年紀北町条例第 １４９号）の一部を別紙のとお

り改正する。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

提案理由

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間

において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行による障

害者自立支援法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたためでございます。

今回の改正につきましては、条例件名に違いはありますが、先ほど総務課長が議案第４３号

で内容説明したことと同様の改正となります。

４７ページをご覧ください。４７ページは改正文であります。一部改正は、２条立てとなって

おり、第１条は、公布の日から施行することとし、第２条は、平成２４年４月１日から施行す

ることとしております。
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内容につきましては、４８ページの新旧対照表でご説明いたします。

右が改正前、左が改正後であります。

まず、４８ページは、第１条関係の改正で、第９条の２、第１項第２号中の障害者自立支援

法第５条第１２項を、第５条第１３項に、同項中同条第７項に改正するものでございます。

障害者自立支援法の第５条第３項の次に、第１項が追加されたことにより、障害者自立支

援法を引用している本条例の条項番号を改正するものであります。障害者支援施設に入所し

ている場合、生活介護を受けている場合は、介護補償を行わないとの規定内容の変更はござ

いません。

附則により、公布の日から施行することとしております。

４９ページをご覧ください。４９ページは、第２条関係の新旧対照表でございます。第９条の

２、第１項第２号中の障害者自立支援法第５条第１３項を、第５条第１２項に改正するものであ

ります。障害者自立支援法の第５条第８項の削除が、２４年４月１日に施行されることにより、

障害者自立支援法を引用している本条例の条項番号を改正するもので、障害者支援施設に入

所している場合は、介護補償を行わないとの規定の内容に変更はございません。

附則により、平成２４年４月１日から施行することとしております。

以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。

平野倖規議長

次に、議案第４７号についての内容説明を求めます。

堀財政課長。

堀秀俊財政課長

議案第４７号 平成２３年度紀北町一般会計補正予算（第５号）の内容につきまして、説明を

させていただきます。

予算書１ページをご覧ください。

平成２３年度紀北町一般会計補正予算（第５号）

平成２３年度紀北町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億２，７６０万５，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０１億３，３７４万４，０００円とする。

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

それでは、５ページをご覧ください。

第２表 債務負担行為補正であります。

平成２３年９月発生、台風１２号災害分の漁業近代化資金利子補給計画につきまして、限度額

７，２００万円に対する利子補給率１％以内を追加するものであります。

６ページをご覧ください。第３表 地方債補正であります。まず追加分でございます。国

補林道災害復旧事業１，０５０万円、町単林道災害復旧事業２８０万円、国補町道道路災害復旧事

業 １，２００万円、国補河川災害復旧事業９７０万円を追加するものであります。

７ページをご覧ください。変更分としまして、過疎対策事業を３億５，９４０万円から１，１５０万

円増額し、３億７，０９０万円に、また、臨時財政対策債を４億５，２００万円から、５，６００万円減額

し、３億９，６００万円に変更するものであります。

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。

１０ページをご覧ください。

第２款地方譲与税、第３項、第１目地方道路譲与税は、旧法分の精算により １，０００円を増

額するものであります。

第８款、第１項、第１目地方特例交付金は９７２万５，０００円を増額し、３，９７２万５，０００円とす

るものであります。交付額決定に基づく増額であります。

第９款、第１項、第１目地方交付税は２億 ４，０１１万 １，０００円を増額し、４１億４，０１１万１，０００

円とするものであります。普通交付税の交付額決定に基づく増額であります。

１１ページをご覧ください。第１１款分担金及び負担金、第２項負担金、第２目民生費負担金

は４７万 ２，０００円を増額し、１億２９０万４，０００円とするものであります。配食サービス事業、個

人負担金の増額によるものであります。

第１３款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目民生費負担金は２万 ９，０００円を減額し、４

億 ８，２０６万 ８，０００円とするものであります。国民健康保険基盤安定事業費負担金の決定に伴

う減額であります。
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第２項国庫補助金、第６目土木費補助金は ４３５万円を増額し、 ２，４７１万 １，０００円とするも

のであります。社会資本整備総合交付金の増額によるもので、土木費の町道道路事業の国補

分に充当するものであります。

１２ページをご覧ください。第９目災害復旧費補助金は、新たに ４，１６６万 ６，０００円を増額す

るものであります。町道道路災害復旧事業費補助金 ２，３００万円、河川災害復旧事業費補助金

１，８６６万 ６，０００円の増額によるものであります。

第３項委託金、第２目民生費委託金は３５万 ９，０００円を増額し、 ５２３万 １，０００円とするもの

であります。子ども手当と事務取り扱い委託金の増額によるものであります。

第１４款県支出金、第１項県負担金、第２目民生費負担金は ２５０万 １，０００円を減額し、２億

６，２１９万 ４，０００円とするものであります。国民健康保険基盤安定事業費負担金の決定に基づ

く減額によるものであります。

１３ページをご覧ください。第２項県補助金、第２目民生費補助金は ４２５万 ３，０００円を増額

し、 ７，２７２万円とするものであります。心身障害者医療費助成事業の決算見込みに基づく県

補助金 ４１６万 ６，０００円と、新たに東日本大震災児童等支援対策特別事業費補助金８万 ７，０００

円の増額によるものであります。

第４目農林水産業費補助金は８８万 ２，０００円を増額し、１億 ９，６８６万 ４，０００円とするもので

あります。造林事業費補助金 １６１万 ８，０００円の減額と、県単林道整備事業費補助金 ２５０万円

の増額によるものであります。

第５目商工費補助金は５５万円を増額し、 ８，７９９万 ９，０００円とするものであります。新たに

観光振興緊急対策事業費補助金を増額するものであります。

第７目消防費補助金は ２４６万 ８，０００円を増額し、 １，８５３万 ３，０００円とするものであります。

新たに三重県被災者生活再建支援事業費補助金の増額によるもので、消防費の被災者生活再

建支援事業に充当するものであります。

第９目災害復旧費補助金は、新たに ２，５１７万 ６，０００円を増額するものであります。林道災

害復旧事業費補助金の増額によるものであります。

第３項委託金、第１目総務費委託金は １２４万 ８，０００円を減額し、 ３，８４１万 ４，０００円とする

ものであります。知事選挙、県議会議員選挙の執行委託金の決定によるものでございます。

１４ページをご覧ください。第１７款繰入金、第１項基金繰入金、第１９目住民生活に光をそそ

ぐ基金繰入金は ３１２万 ５，０００円を増額し、 １，１１７万 ５，０００円とするものであります。教育費

の住民生活に光をそそぐ交付金事業に充当するため、基金繰り入れを行うものであります。
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第１９款諸収入、第４項受託事業収入、第３目農林水産業費受託事業収入は １６１万 ７，０００円

を減額し、 ３７９万 ２，０００円とするものであります。森林総合研究所分収造林受託事業収入の

減額によるものであります。

第５項雑入、第５目過年度収入は３０万円を増額するものであります。１５ページにわたりま

して、国、県の福祉保健関係支出金交付金の精算によるものであります。

第６目雑入は ９０６万 ２，０００円を増額し、 ４，５９７万 ９，０００円とするものであります。県の河

川改修事業実施に伴う損失補償費９万 ９，０００円、台風６号、１２号の被害等による建物災害共

済保険金１５万 ３，０００円、紀北広域連合の前年度精算金 ８４４万 ６，０００円、消防団員安全装備品

整備等助成金３６万 ４，０００円の増額によるものであります。

第２０款、第１項町債、第４目農林水産業債は ２５０万円を増額し、 ４，４５０万円とするもので

あります。県単林道改良事業に過疎対策事業債を充当するものであります。

第６目土木債は １６０万円を増額し、１億 ８８０万円とするものであります。町道道路改良事

業に過疎対策事業債を充当するものであります。

第７目消防債は ７４０万円を増額し、 ７，１８０万円とするものであります。消防デジタル無線

整備にかかる三重紀北消防組合負担金と、三重県衛星系防災行政無線整備にかかる三重県防

災行政無線整備事業負担金に対する過疎対策事業債の充当の増減によるものであります。

第９目災害復旧事業債は、１６ページにわたりまして林道、町道、河川の災害復旧事業債を

新たに ３，５００万円増額するものであります。

第１０目臨時財政対策債は ５，６００万円を減額し、３億 ９，６００万円とするものであります。国

の発行可能額の決定による減額であります。

以上で、歳入予算の説明を終わらせていただきます。

続いて、歳出予算を説明させていただきます。１７ページをご覧ください。

第１款、第１項、第１目議会費は １２７万 ３，０００円を増額し、１億 ３，１２０万 ６，０００円とする

ものであります。職員人件費の増額であります。今回の人件費の補正につきましては、制度

改正に伴う子ども手当の変更や、共済組合の負担金の精算見込みによる減額ほか、人事異動

に伴う精査によるものでございます。

なお、人件費の補正につきましては、他の科目につきましても同内容でありますので、以

後、詳細な説明は省略させていただきます。

１８ページをご覧ください。第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費は ５２６万

３，０００円を減額し、６億６，８０３万６，０００円とするものであります。特別職及び職員の人件費
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と嘱託職員等の賃金の精査によるものであります。

第５目財産管理費は１億 ６，４８７万 ９，０００円を増額し、７億 ２，３２６万 ６，０００円とするもので

あります。地区集会所の修繕料 １３１万 ４，０００円の増と基金管理事業で財政調整基金 ８，５００万

円、地域づくり事業基金 ７，８５６万 ５，０００円、合わせて１億 ６，３５６万 ５，０００円の積立金増額に

よるものであります。

１９ページをご覧ください。第２項徴税費、第１目税務総務費は １１５万 ９，０００円を減額し、

９，４０９万 ５，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。

２０ページをご覧ください。第３項、第１目戸籍住民基本台帳費は １，０４２万 ６，０００円を減額

し、 ６，３６１万円とするものであります。職員人件費の精査によるものでございます。

２１ページをご覧ください。第４項選挙費、第１目選挙管理委員会費は１万 １，０００円を増額

し、 ７６４万 ９，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。

第９目知事選挙費は １０１万 ９，０００円を減額し、 ７５４万 ６，０００円とするものであります。事

業費の精査に伴う減額であります。

第１０目県議会議員選挙費は２２万 ９，０００円を減額し、 ２７３万 ９，０００円とするものであります。

事業費の精査に伴う減額であります。

２２ページをご覧ください。第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務費は２４

万 ６，０００円を減額し、６億 ３，１５０万 ４，０００円とするものであります。職員人件費の精査によ

る１６万円の増、国民健康保険基盤安定事業費負担金の決定、及び人件費国補分の精査に伴う

国民健康保険事業特別会計繰出金 ５１８万 ８，０００円の減、民生共通事務事業で児童公園の修繕

に６９万 ９，０００円の増、紀北広域連合への運営事業負担金 ４０８万 ３，０００円の増によるものであ

ります。

第３目身体障害者福祉費は ８５７万 ２，０００円を増額し、３億 ７，２５８万 ３，０００円とするもので

あります。心身障害者医療費助成事業 ８３４万 ３，０００円の増額は実績見込みによる給付費等の

増であり、その他の３事業については、それぞれ前年度の国庫、県負担金の精算に伴う返還

金の増によるものであります。

第４目国民年金事務費は ３８５万円を減額し、 １，３１２万 ５，０００円とするものであります。職

員人件費の精査によるものであります。

２４ページをご覧ください。第２項老人福祉費、第１目老人福祉総務費は １６１万 ２，０００円を

増額し、５億 ２，７４９万 ７，０００円とするものであります。配食サービス事業は利用者の増によ

る委託料等７８万 １，０００円の増であります。老人福祉施設措置事業は町外養護老人ホームの措
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置費４０万 ３，０００円の増であります。地域支援事業の介護予防及び任意事業につきましては、

前年度受託事業精算に伴う返還金であります。

また、後期高齢者医療特別会計繰出金の増は、職員人件費の精査によるものであります。

第２目養護老人ホーム費は ６１３万 ４，０００円を増額し、１億 ３６３万 １，０００円とするものであ

ります。職員人件費の精査によるものであります。

２５ページをご覧ください。第３項児童福祉費、第１目児童福祉総務費は １４８万円を増額し、

２，８６８万 ３，０００円とするものであります。放課後児童クラブの夏季入所児童の増、障がい児

の増による事業補助金の増額によるものであります。

第２目保育所費は １６６万 ７，０００円を増額し、３億 ７，７５９万 ５，０００円とするものであります。

職員人件費は精査による２４万 １，０００円の増、私立保育所保育対策事業は障がい児保育事業補

助金の７６万 ７，０００円の増、児童保育事業６５万 ９，０００円の増は、保育料電算システム改修によ

る委託料の増と国、県の保育所運営負担金の精算に伴う返還金の増によるものであります。

第３目児童措置費は ５０４万 ９，０００円を増額し、２億 ９，４５７万 １，０００円とするものでありま

す。子ども手当の電算システム改修委託料の増と、前年度の国、県の子ども手当負担金精算

に伴う返還金の増であります。

２６ページをご覧ください。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目保健衛生総務費は、

４４８万 １，０００円を減額し、１億 ２，１１８万 ９，０００円とするものであります。職員人件費及び嘱

託職員賃金の精査によるものであります。

２７ページをご覧ください。第２項清掃費、第１目清掃総務費は ５２８万 ９，０００円を減額し、

１億 ５，８８４万 ５，０００円とするものであります。職員人件費及び嘱託職員賃金の精査によるも

のであります。

第２目塵芥処理費は １２１万 ９，０００円を増額し、３億 ８，３００万 ７，０００円とするものでありま

す。資源ごみリサイクル促進事業、不燃物処理施設管理事業ともに処理委託料の実績見込み

に基づく増額であります。

２８ページをご覧ください。第５款農林水産業費、第１項農業費、第１目農業委員会費は１５

万円を増額して、 ７３７万 ８，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであ

ります。

第２目農業総務費は ４５２万 ６，０００円を減額し、 ４，８９７万 ７，０００円とするものであります。

職員人件費の精査によるものであります。

第５目農地費は ６７２万 ６，０００円を増額し、 ５，８５５万円とするものであります。台風１２号に
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よる用排水路と農業施設の堆積土砂撤去費用等々と、有害鳥獣対策の実績見込みによる補助

金の増額であります。

２９ページをご覧ください。第２項林業費、第１目林業総務費は ３８２万円を減額し、 ３，３５９

万 ６，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。

第３目林業施設費は ６２３万 ７，０００円を増額し、 ９，５８０万 ９，０００円とするものであります。

林道等の修繕と、県単林道改良事業の増額によるものであります。

第４目町有林造成費は ４３８万 ３，０００円を増額し、 ７，４６９万 ３，０００円とするものであります。

施業計画の変更等に伴うものであります。

第５目分収造林事業費は １６１万 ７，０００円を減額し、 ３６４万 ２，０００円とするものであります。

受託事業の減によるものであります。

３１ページをご覧ください。第３項水産業費、第１目水産業総務費は３２万円を増額し、 １，５

７８万 ２，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。

第２目水産業振興費は ３０６万 ４，０００円を増額し、 ３，８１２万円とするものであります。東日

本大震災津波被害及び台風１２号による漁業施設被害等に対する復旧事業等にかかる補助金の

増額によるものであります。

第３目漁港管理費は ２５４万 ４，０００円を増額し、２億 １，０９３万 １，０００円とするものでありま

す。台風１２号による漁港内流木等処理及び堆積土砂撤去経費の増額であります。

３２ページをご覧ください。第６款、第１項商工費、第１目商工総務費は ４１５万 ５，０００円を

増額し、 ５，５６４万 ６，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。

第３目観光費は １１０万円を増額し、１億 ５，０１７万 ８，０００円とするものであります。観光振

興研究対策事業の増額によるものであります。

３３ページをご覧ください。第７款土木費、第１項土木管理費、第１目土木総務費は ４４５万

６，０００円を増額し、１億 １，１８４万 ７，０００円とするものであります。職員人件費の精査による

ものであります。

３４ページをご覧ください。第２項道路橋りょう費、第１目道路橋りょう総務費は７万円を

増額し、 １，４０７万 １，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。

第２目道路橋りょう維持費は ２９２万 ５，０００円を増額し、 ３，７５６万 ３，０００円とするものであ

ります。町道維持作業用重機ミニ油圧ショベルの老朽化が著しいため、買い替えをするもの

であります。

第３目道路橋りょう新設改良費は ６００万円を増額し、１億 ９２２万 ２，０００円とするものであ
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ります。当初、町単分に計上していた町道小山山側線改良事業の国補分への振り替えと、補

助金の増額に伴う事業費の増額であります。

３５ページをご覧ください。第３項河川費、第３目砂防費は １，３２０万円を増額し、 １，６２０万

円とするものであります。三重県が実施する急傾斜地崩壊対策事業費の増に伴う、県営事業

負担金の増額によるものであります。

３６ページをご覧ください。第５項都市計画費、第１目都市計画総務費は６万 ５，０００円を減

額し、 ９０８万 ２，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。

３７ページをご覧ください。第６項住宅費、第１目住宅管理費は ２４５万 １，０００円を増額し、

２，５８７万 ９，０００円とするもので、町営住宅修繕経費の増額であります。

３８ページをご覧ください。第８款、第１項消防費、第１目常備消防費は １，４４２万 ６，０００円

を減額し、４億 ３，０４７万 ２，０００円とするものであります。三重紀北消防組合の職員人件費等

の精査による負担金の減額であります。

第２目非常備消防費は９１万 １，０００円を減額し、 ４，４７２万 ４，０００円とするものであります。

補正第３号で計上した台風６号に伴う警戒出動報酬分 １２７万 ５，０００円を、第４目水防費に振

り替えるための減額と、消防団員安全装備品等の購入経費３６万 ４，０００円の増額によるもので

あります。

第４目水防費は ４４２万 ６，０００円を増額し、 １，０３１万 ３，０００円とするものであります。台風

６号、１２号、１５号による警戒出動報酬の精査による増額であります。

第５目災害対策費は １，５３０万 ５，０００円を増額し、１億 ４，００３万 ２，０００円とするものであり

ます。災害対策事業は台風１２号、１５号及び９月２５日、１０月２２日の大雨洪水警報による警戒出

動に伴う職員時間外勤務手当等職員手当の増額であり、防災行政無線管理事業は過疎対策事

業債 ６９０万円の充当による財源更正であります。

また、被災者生活再建支援事業は、県が創設した被災者生活再建支援制度に基づき、台風

１２号により被災した世帯に対する生活再建支援補助金の交付経費 ４９３万 ８，０００円を増額する

ものであります。

３９ページをご覧ください。

第９款教育費、第１項教育総務費、第２目事務局費は ８２３万 ３，０００円を減額し、 ７，６０９万

円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。

４０ページをご覧ください。第４項、第１目幼稚園費は５０万 ８，０００円を増額し、１億 ４０３万

７，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。
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４１ページをご覧ください。第５項社会教育費、第１目社会教育総務費は ５８３万 ４，０００円を

増額し、 ９，９３３万 １，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものと、住民生

活に光をそそぐ交付金事業による図書館整備費の増額によるものであります。

４２ページをご覧ください。第６項保健体育費、第２目給食施設費は９万円を増額し、１億

５８５万 １，０００円とするものであります。職員人件費の精査によるものであります。

４３ページをご覧ください。第１０款災害復旧費、第２項農林水産施設災害復旧費、第３目林

業施設災害復旧費は、新たに ４，８９４万 ８，０００円を増額するものであります。国補、町単、林

道災害復旧事業の増額であります。

４４ページをご覧ください。第３項公共土木施設災害復旧費、第１目道路橋りょう災害復旧

費は、新たに ３，５９１万 ７，０００円を増額するものであります。国補、町単町道道路災害復旧事

業費の増額であります。

第２目河川災害復旧費は、新たに ３，２９２万円を増額するものであります。国補、町単河川

災害復旧事業費の増額であります。

４５ページをご覧ください。

第１１款、第１項公債費、第１目元金は７０万円を増額し、１２億 ５，８５７万 ７，０００円とするもの

であります。長期債償還元金の精査によるものであります。

第２目利子は １，７６２万 ６，０００円を減額し、１億 ６，４５１万円とするものであります。借入額、

借入利率確定による長期債償還利子の精査によるものであります。

引き続き４６ページをご覧ください。地方債の残高の見込みに関する調書であります。次の

４７ページの合計欄をご覧ください。前年度期末現在高は １１９億 ８，０６６万 ９，０００円でありまし

て、当該年度中、起債見込額が今回の補正額後で１４億 ９，９５０万円、当該年度中の元金償還見

込額が１３億 ８０４万 ７，０００円であり、その結果、当該年度末現在高見込額は １２１億 ７，２１２万 ２，

０００ 円となる見込みであります。

続きまして４８ページをご覧ください。給与費明細書でありますが、特別職につきましては、

長等では精算見込みによる共済費６万 ７，０００円の増、その他の特別職では消防団員の警戒出

動報酬増と、知事、県議選の開票立会人等報酬の減により ３０８万 ９，０００円の増、特別職合計

では ３１５万 ６，０００円の増額となり、補正後の総額は１億 ７，０２１万 １，０００円となります。

４９ページをご覧ください。一般職につきましては、人事異動に伴い給料が １６３万 ９，０００円

の減、法改正に伴う子ども手当の精査による減や、台風１２号、１５号、９月２５日、１０月２２日の

大雨洪水警報に伴う警戒出動による時間外勤務手当の増により、職員手当が ７６５万 ８，０００円
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の増、精算見込みによる共済費 ６３８万 ９，０００円の減、合計で３７万円の減額となり、補正後の

総額としましては、１３億 ９８１万 ４，０００円となります。

以上で、平成２３年度紀北町一般会計補正予算（第５号）の説明を終わらせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

平野倖規議長

ここで、１１時１５分まで暫時休憩いたします。

（午前 １１時 ００分）

平野倖規議長

休憩前に引き続き、再開いたします。

（午前 １１時 １５分）

平野倖規議長

次に、議案第４８号と議案第４９号についての内容説明を求めます。

工門住民課長。

工門利弘住民課長

それでは、議案第４８号の平成２３年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

の内容につきまして、ご説明させていただきます。

予算書の１ページをご覧ください。

平成２３年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

平成２３年度紀北町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

２９



第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億 １，５８２万 ７，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億 ７，３７３万 ７，０００円とする。

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

内容につきましては、予算に関する説明書に基づき、歳入からご説明させていただきます。

６ページをご覧ください。

第５款、第１項、第１目ともに療養給付費交付金でありますが、 １，３２４万 ４，０００円を減額

して、１億 ８，９４９万 ５，０００円とさせていただくものであります。これは社会保険診療報酬支

払基金から交付されるものですが、本年度の退職者医療の療養給付費交付金の額が決定され

ましたので、それに伴い減額するものであります。

第６款、第１項、第１目ともに前期高齢者交付金でありますが、１億 ５７０万 ２，０００円を増

額して、７億 ７，５１２万円とさせていただくものであります。これにつきましても、社会保険

診療報酬支払基金から交付されるもので、本年度の前期高齢者交付金の決定に伴い、増額す

るものであります。

第８款及び第１項が共同事業交付金、第２目が保険財政共同安定化事業交付金であります

が、 ２，８５５万 ７，０００円を増額して、２億 ８，１３３万 ４，０００円とさせていただくものであります。

これは国民健康保険団体連合会から交付されるもので、１期から９期までの保険財政共同安

定化事業拠出金の決定に伴い、決算見込額を変更し増額いたしましたが、歳入におきまして

も同額を増額するものであります。

７ページをご覧ください。第１０款繰入金、第１項他会計繰入金、第１目一般会計繰入金で

ありますが、 ５１８万 ８，０００円を減額して、１億 ７，３３２万円とさせていただくものであります。

第１節保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）では、一般被保険者の低所得者に対する保険料

軽減分の繰り入れですが、金額の決定に伴い ３３１万 ５，０００円を減額するものでありまして、

第３節職員給与費等繰入金は、人件費分の繰り入れにかかるものですが、本年４月の人事異

動に伴うものであり、歳出予算と同様に １８１万 ５，０００円を減額するものであります。

また、第７節保険基盤安定繰入金（保険者支援分）につきましては、低所得者数に応じま

して、保険料額の一定割合を補てんするものでありますが、金額の決定に伴い５万 ８，０００円

を減額するものであります。
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続きまして、歳出の説明をさせていただきます。８ページをご覧ください。

第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費は １８１万 ５，０００円を減額して、 ３，８

７０万円とさせていただくものでありますが、４月人事異動等に伴う人件費の補正であります。

９ページをご覧ください。第２款保険給付費、第１項療養諸費の第１目一般被保険者療養

給付費及び第３目の一般被保険者療養費は決算見込額変更により、第１目では ３，３６７万 ４，０

００円を増額して、１５億 １，５２５万 ２，０００円に、第３目では３９万 ３，０００円を増額して、 １，６５５万

８，０００円とするものと、前期高齢者交付金の決定に伴う財源更正であります。

また、第２目退職被保険者等療養給付費及び第４目の退職被保険者等療養費及び第４目の

退職被保険者等療養費は、療養給付費交付金の決定に伴い財源を更正させていただくもので

あります。

１０ページをご覧ください。第２項高額療養費でありますが、第１目被保険者高額療養費の

決算見込み額変更により、 １，０９９万 ９，０００円を増額して、２億 １，２３１万 ８，０００円とするもの

と、前期高齢者交付金や療養給付費交付金の決定に伴い、財源を更正させていただくもので

あります。

１１ページをご覧ください。第３款及び第１項が後期高齢者支援金等、第１目後期高齢者支

援金につきましても、前期高齢者交付金等の決定に伴う財源の更正であり、１２ページの第６

款、第１項、第１目ともに介護納付金につきましても、療養給付費交付金の決定に伴う財源

の更正であります。

１３ページをご覧ください。第７款、第１項ともに共同事業拠出金、第４目保険財政共同安

定化事業拠出金でありますが、 ２，８５５万 ８，０００円を増額して、２億 ８，１３３万 ５，０００円とさせ

ていただくものであり、歳入と同様に拠出金額の決算見込み額の変更に伴うものであります。

１４ページをご覧ください。第９款及び第１項が基金積立金、第１目財政調整基金積立金で

ありますが、 ４，４０１万 ８，０００円を増額して、１億 ３，２２２万 ３，０００円とさせていただくもので

あります。これは前期高齢者交付金が決定されたことに伴い、財政調整基金積立金を増額し

ようとするものであります。

以上で、平成２３年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の説明を終わら

せていただきます。

工門利弘住民課長

続きまして、議案第４９号の平成２３年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

の内容につきまして、ご説明させていただきます。
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予算書の１ページをご覧ください。

平成２３年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

平成２３年度紀北町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万 ７，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５億 ９３９万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

内容につきましては、予算に関する説明書に基づき、ご説明いたしますが、先に歳出のほ

うから説明させていただきますので、７ページのほうをご覧ください。

続きまして、歳出の説明をさせていただきます。７ページをご覧ください。

第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費は３万 ７，０００円を増額し、 １，１４６万

８，０００円とするものでありますが、４月人事異動等に伴う人件費の補正であります。

次に戻りまして、６ページをご覧ください。

先ほど、歳出でご説明申し上げました人件費分３万 ７，０００円の増額につきまして、第４款

繰入金、第１項一般会計繰入金、第１目事務費繰入金で一般会計から同額を繰り入れるもの

であります。

以上で、平成２３年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明を終わらせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

平野倖規議長

次に、議案第５０号についての内容説明を求めます。

谷福祉保健課長。

谷吉希福祉保健課長

介護サービス事業の補正予算の説明をさせていただきます。

議案第５０号 平成２３年度紀北町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

平成２３年度紀北町の介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。
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（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ６０３万 ８，０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億 ９，０２０万 ３，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

内容につきましては、予算に関する説明書に基づき説明させていただきます。

歳入予算から説明いたします。

６ページをお願いいたします。第１款サービス収入、第１項介護給付費収入、第２目施設

介護サービス費収入は ６０３万 ８，０００円を減額し、１億 ６，５０２万 ６，０００円とするものでありま

す。

続きまして、歳出予算についてご説明いたします。

７ページをお願いいたします。第１款総務費、第１項施設管理費、第１目一般管理費は、

６０３万 ８，０００円を減額し、１億 ８，１７６万 １，０００円とするものであります。これらにつきまし

ては、歳入歳出ともに人事異動による予算の組み替えによるものであります。

以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。

平野倖規議長

次に、議案第５１号についての内容説明を求めます。

橋倉水道課副参事。

橋倉一樹水道課副参事

議案第５１号 平成２３年度紀北町水道事業会計補正予算（第１号）について、ご説明をさせ

ていただきます。

予算書の１ページをお願いいたします。

平成２３年度紀北町水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２３年度紀北町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（収益的支出）

第２条 平成２３年度紀北町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収
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益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（支出）第１款 水道事業費用は １，２５３万 １，０００円を増額し、３億 ８，１３０万 ５，０００円にす

るものでございます。

その内訳は、第１項の営業費用は １，２５４万 ４，０００円を増額いたしまして２億 ２，９７８万 ９，０

００円に、第３項の簡易水道営業費用は１万 ３，０００円を減額いたしまして ９，２０７万 ７，０００円に

するものでございます。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第３条 予算第８条中（１）職員給与費「 ６，９６４万 ６，０００円」を「 ８，１０４万 ７，０００円」に

改める。

平成２３年１２月６日提出

紀北町長 尾上壽一

内容につきましては、１４ページをご覧いただきたいと思います。

１４ページの平成２３年度紀北町水道事業会計補正予算（第１号）実施計画説明書で、説明を

させていただきます。

収益的支出の支出でございますが、第１款水道事業費用は １，２５３万 １，０００円を増額して、

３億 ８，１３０万 ５，０００円にするものでございます。

第１項営業費用は上水道にかかる費用でありまして、第３目の総係費の １，２５４万 ４，０００円

の増額につきましては、これは職員の給料等の人件費にあたるものでございまして、職員１

名増を含めました人事異動に伴う増額でございます。

次に、第３項の簡易水道営業費用でございますが、第３目総係費の１万 ３，０００円の減額は、

同じく職員の人事異動に伴うものであります。

以上で、水道事業会計補正予算（第１号）の説明を終わります。審議のほどよろしくお願

いいたします。

（「議 長」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

北村博司議員。

１８番 北村博司議員

今、２回ほど「そうけいひ」と読まれたけども、総係費「そうがかりひ」じゃないんです

かね。ちょっと議長確認します。

平野倖規議長
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橋倉水道課副参事。

橋倉一樹水道課副参事

誠に申し訳ございません。総係費「そうがかりひ」でございます。訂正いたします。すみ

ません。

平野倖規議長

以上で、議案に対する提案理由並びに内容説明を終わります。

平野倖規議長

これから各議案に対する質疑に入りますが、質疑の回数は会議規則第５５条の規定により、

議長が宣告した議題について、３回以内となっております。委員会での審査は十分できます

ので、自分が所属する委員会に付託される案件については、大筋の質疑にとどめていただき、

詳細は委員会で行っていただきますよう、ご配慮をお願いいたします。

なお、発言するときは、マイクの調整を行ってください。

それでは、これから各議案に対する質疑を行います。

日程第６

平野倖規議長

日程第６ 議案第４２号 紀北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例を議題といたします。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

入江康仁君。

６番 入江康仁議員

６番 入江、町長、この１点だけ、ちょっと確実にしていかなあかんとこありますんで、

この条例の改正はですね、３月、６月、９月で私はいろいろ一般質問でやってきましたけど、

３５



その中で、日本の法体制というのは憲法があって、法律、省令、その下に県条例、市町村条

例とくるもんだということで、いろいろ質問させていただきました。

その中で、町長はですね、県条例は県条例、町条例は町条例だと、国の法律は法律で守っ

てもうたらいいんだというようなことの中で、答弁をいただいておるんですね。だから、そ

ういうようね、いろんな認識でおられるのならばですね、やはり町の職員も本当にこの何を

守って自分たちの、この公務員としての仕事をしていったらいいのかという、迷いはあると

思うんです。第一にその証拠に、この紀北町の紀北条例は基本に何でつくられているかとい

うところをですね、明確にちょっと教えていただけないかなと。

そして、公務員は何の法律、条例を基本に仕事をやっていくのかと。

そして、もう１点は、今回のこの条例ですね、議案第４２号、４３号、その法律にかかわる上

位条例の改正によって、皆、これ今回、改正の案を出してます。これまだあったな。消防団

員の一部条例ね、議案第４６号です。議案第４５号もそうですね。これはどういうようなその趣

旨で、私は何を言いたいかいうと、町長の考えを持っておる町条例、町条例があって紀北町

がやっているんだと言うならば、このような法改正は必要ないんですね。そこのところきち

んとやっぱり考えを聞かせておいてもらわな、これからもまた一般質問等、また法改正がど

んどんこれ続いていく中でですね、法は法、条例は条例、県条例は県条例だというような感

覚の中で考えておられるならばですよ、町職員の仕事はもう本当に何もできなくなってしま

う。だから今回のこの紀北町の条例の基本ですね、何を根本につくっているのか。

そして、今回の条例は何に沿って変えているのかと、改正するのかという議案を提出した

のかというとこを、ちょっとわかりやすく説明をお願いします。

平野倖規議長

尾上町長。

尾上壽一町長

今、条例ですね、基本は何でということで、これは前回もお話させていただきましたけど

も、法律の範囲内でですね、条例を制定することができると。

それと、今回というか全般的な中でですね、私は法は法としての領域や地域がある。県の

条例は県としての条例の領域、その区分があるというお話はさせていただいておりますが、

それぞれがいろいろ関連している部分がございます。そういった部分でですね、今回、議案

４２号について、特に質疑の部分ですので、お答えさせていただきますと、これは上位とか下

位ではなしにですね、児童福祉法が改正されて、その条項の番号が変わりましたので、それ

３６



に基づいて紀北町のこの４２号の条例の一部を変えさせていただくということですので、ご理

解をお願いしたいと思います。

平野倖規議長

入江康仁君。

６番 入江康仁議員

その今の一部、この４２号の改正の一部を改正することは、上位法令が変わったから変える

という意味で、今、答弁されたと思うんですよね。違うの。上位条例が変わったから、その

法律、要は私は自治行政というのはですね、この法律はですよ、基本になるのは自治法を基

本、そして関係法令を重視して、上位条例でもって条例をつくるんじゃないんですか。そう

でしょう。それを今言うたのは上位条例が、あなたが言うたのは上位条例が変わったから、

これ改正するんでしょう。

平野倖規議長

尾上町長。

尾上壽一町長

はい、法としてはもちろん条例より上位でございます。ただこれ、縦のですね、そういっ

た関連ではなしに、この中の児童福祉法というものが変わりましたんで、こちらの条例の部

分のところのこの条項が変わったので、変えさせていただくということで、この職員の勤務

時間とかの法律が変わったからという４２号はですね、とりあえず４２号ということで、それを

この条項が変わったんで変えさせていただくということです。もちろん法が変わったことに

よりますけど、よく入江議員がおっしゃる縦のラインということではございません。

平野倖規議長

入江康仁君。

６番 入江康仁議員

今の説明は縦のラインとかそうじゃなくて、私の言っておるのは上位条例、関係法令、自

治法に基づいて紀北町条例があるんでしょうということなんです、何に関してもね。その中

で、今の言うた町長の答弁はですよ、関係法令、つまり上位条例の基本のいろんなその文句

のとこの言葉とか、その数字が変わったから、当然、紀北町としてもそれに伴って変えると

いうことは、上位条例から縦のあれの仕組みじゃないんですか。そこを言っておるわけです

よ。副町長、ちょっとそこのとこね、わかりやすく町民に、ちょっとしたってほしいんです

わ。
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平野倖規議長

山岡副町長。

山岡哲也副町長

入江議員の言われている上位条例という言葉にはですね、大きく分けて２つ見方があると

思うんですね。１つは、法体系というのが議員言われるように憲法があって、法律があって、

県条例があって、市町村条例があって、また規則があってと、そういう意味での大きな意味

での上下関係と。もう１つはですね、上位条例って、私どもが一般に受け止めているのは、

上位法令というのは目的がですね、同じような目的、同じような内容について定めている法

律と、県条例と町条例と、そういういわゆる広い意味での法体系での上下関係と、１つ１つ

の法律の中で上下関係があるという意味と、２つあると思うんですが、そういう意味では、

この紀北町の職員の勤務時間、休暇に関する条例というのはですね、地方公務員法に、この

勤務時間とか休暇についての一般的な取り決めがあるんですね。全国的なルールといいます

か、それについて紀北町ではどういうふうな取り決めをしますかということで、地方公務員

法の中にですね、条例で地方公共団体は職員の勤務時間や休暇について条例で定めると、定

めなさいということが書いてあるんですね。地方公務員法の中に。ちょっと今、条文パッと

言えませんけども、そういう意味でですね、入江議員の言うておる意味での上位条例という

のは、この紀北町職員の勤務時間、休暇に関する条例の場合はですね、地方公務員法になる

というふうに、私は。

６番 入江康仁議員

それは地方公務員法というのは上位条例になるんですか。

山岡哲也副町長

はい、そういうことです。それはそのとおりですというふうに言っている。ただですな、

今回のこの条例改正というのは、その地方公務員法とはちょっと関係のないところで、この

紀北町職員の勤務時間、休暇に関する条例の中でですね。

６番 入江康仁議員

それ１つ１つとってない。大体の大まかなところで私言うておるのやで、これにこだわら

んでもいい、４２、４３、４４、４５とあるから、それを言うておるわけやで、ただ、基本になるの

は上位法令、上位条例が変わることによって出してきたということで、それだけ言うてもう

たらわかる。そうでしょう。

山岡哲也副町長
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はい、その点は、はい。

平野倖規議長

入江康仁君。

６番 入江康仁議員

今、副町長が言うたように、今回の、言うたら法律があって、直結して市町村条例が改正

されるもんもあるわな。それで法律があって県条例にしたがって、県条例によってそれも変

えやんならんもんもある。また省令でいろんな決まり、また条例が入っているものも、これ

直接またそれで組み入れやんなんもんもあるということは、日本の法律体系というのは憲法

があって法令、特に公務員は自治法が主体になって皆つくっていると。これも上位条例は自

治法ですね、これ。それでいろいろな省令に対してもある。それで上位条例としては法律に

関して、先ほど言うたように県条例をやっていく、改正せんならんもんもあるということは、

そういう体制があるということじゃないですかということだけ、わしは確認したらいいんで

す。

要は、町長は個々のことを言うておるから、職員はそのときにそんなら県条例や国の法律

と関係なくて、紀北町の条例を主に仕事をしたらできんから、これは。だから困ってくるよ

ということで、職員の立場から見れば、その答弁はね、法律無視して紀北町やったら紀北町

の町じゃなくて、紀北国でいいんですよ、今の町長の答弁だったら。紀北町には条例がある

ということは紀北町の法律でしょう。しかし、県があり、国があるということは、その縦の

線がきちんと整備されて、法体系をつくっているよというとこだけ、認識させてもうたらい

いんですけどね。それでいいんでしょう。そういう考えでいいんですか。これだけちょっと

副町長。

平野倖規議長

山岡副町長。

山岡哲也副町長

入江議員の言われていることは一般論として正しいんですが、ただですな、条例の中には、

その法律や県の条例で定めていない部分については、町で独自に町民の安全を守るとか、町

民の幸せを追求するために、つくらなだめな条例は、独自につくることはできますので、そ

の場合は特にですね、直結する上位条例というのはない、上位法令ですね。ないような条例

もあるということだけ、ちょっと付け加えさせていただきたいと思います。

平野倖規議長
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ほかに質疑ございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

日程第７

平野倖規議長

次に、日程第７ 議案第４３号 紀北町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

日程第８

平野倖規議長

次に、日程第８ 議案第４４号 紀北町税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

瀧本攻君。

５番 瀧本攻議員

２点ほど確認いたします。これはいわゆる租税特別措置法の問題だと思うんで、おそらく

時限立法だと思いますね。時限立法でこういうふうに変わってきたと。またこれ政権変われ
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ばどうなるかわからん。その納税管理者を３万円から１０万円に上げてきたと、当町としては

ですね、納税管理者になる人はいなくなっちゃうんじゃないんかと、これはまさしく国の、

いわゆる租税特別措置法のですね、まず時限立法であるかどうかという問題と、納税管理者

を３万円から１０万円に上げた。こういうことをすることによってですね、納税管理者になる

人がいないんじゃないかと、私は思うんですけど、この２点お願いいたします。

平野倖規議長

家崎税務課長。

家崎英寿税務課長

まず、納税管理人のことで、ご説明申し上げます。納税管理人は町内に住所がない場合、

町内に納税義務者が町内に住所がない場合は、町内に住所のある納税管理人を定めて、１０日

以内に報告しなければならないとなっております。その場合。

その中の町税条例の第２５条の中に、第２項で町民税の徴収の確保の支障のない場合、町長

が認めた場合は、納税管理人を定めることを要しないとなっております。

ほかに時限立法かというのなんですけど、この件につきましては、それぞれ附則で何月何

日までというような期日を決めて採用しておりますので、時限立法といえば時限立法だと思

います。以上です。

平野倖規議長

瀧本攻君。

５番 瀧本攻議員

税についてはですね、いわゆる根幹でございますので、日本は非常に時限立法が多いわけ

ですね。だから株の問題でも、今おっしゃったように、上場株が１０％やと、未上場は２０％や

と、時限立法ばっかつくっておるのが、今の財務省なんですよ。だから時限立法によって、

おそらく国民も迷い、経営者も迷い、非常に時限立法多いんですよ。だから時限立法がどう

かということを、今おっしゃられた税に対しての、いわゆる変更についてですね、精査して

おいてください。時限立法であるかどうか。これおそらく政権が変わったら、また時限立法

つくりますよ、これ。本則じゃないんだから、これ全部、私が見た限りこれほとんど時限立

法ですわ。日本は時限立法得意やからね。だからその時限立法であるかどうか、課長、その

点をですね、税務署でもよろしいわな。きちっと聞いて、それを把握しておいてください。

お願いいたします。

平野倖規議長
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家崎税務課長。

家崎英寿税務課長

この改正の中で附則で、ほとんどの附則の中に、何年何月何日まで延長する。２年は延長

するとかいう規定がたくさん含んでおります。瀧本議員が言われたとおり、附則で延長を決

めておる条例だと思っております。以上です。

平野倖規議長

瀧本攻君。

５番 瀧本攻議員

ということは、時限立法ということでほとんどね。副町長、どうですか。副町長も時限立

法だと思うんですよ。答弁を求めます。

平野倖規議長

山岡副町長。

山岡哲也副町長

附則の中でですね、何年何月までとかですね、何年度中にされたものに限るというような

記述があるものについては、一般に時限立法っていうふうに表現するものというふうに思い

ます。

平野倖規議長

ほかに質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

日程第９

平野倖規議長

次に、日程第９ 議案第４５号 紀北町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

質疑を行います。
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質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

日程第１０

平野倖規議長

次に、日程第１０ 議案第４６号 紀北町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

を議題といたします。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

平野倖規議長

ここで、午後１時まで暫時休憩いたします。

（午前 １１時 ５０分）

平野倖規議長

休憩前に引き続き、再開いたします。

（午後 １時 ００分）
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日程第１１

平野倖規議長

次に、日程第１１ 議案第４７号 平成２３年度紀北町一般会計補正予算（第５号）を議題とい

たします。

なお、質疑は歳入、歳出を分割して行います。

質疑される方は、必ずページ数を述べてから質疑するようにお願いいたします。

それでは、まず歳入全般についての質疑を行います。

質疑される方はありませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で質疑を終わります。

次に、歳出全般についての質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

平野隆久君。

１３番 平野隆久議員

それでは、歳出の３２ページと３７ページについてお伺いします。

まず、３２ページの商工費の中の観光費の中の作成等委託料９９万 ８，０００円なんですけど、こ

の内訳についてお伺いします。

あと、３７ページ、土木費の住宅管理費の中で、町営住宅管理事業で修繕料 ２４５万 １，０００円、

これはどこで、どういうふうな修繕なのか、内容について説明を求めます。

平野倖規議長

田商工観光課長。

田多実博商工観光課長

３２ページの商工費、観光振興緊急対策事業のうち、作成委託料９９万 ８，０００円の内訳でござ

いますが、この観光振興対策事業につきましてはですね、県の補助金をいただいて実施する

事業でございまして、３．１１の震災によりまして、かなり宿泊客が減少しているとかですね、

県内でそういったことがございまして、それに対応するためにですね、１つはいろんなとこ
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ろでＰＲをさせていただくというふうな事業の内容でございます。

で、その一環としまして、ＦＭ三重のスポットのＰＲ活動ということで２６万 ３，０００円、そ

れから、きーほくんのノベリティーグッズをつくることによってですね、それをいろいろな

ところで配布をさせていただいて、こちらに来ていただくようなものをしたいということで、

それらを合わせて９９万 ８，０００円の委託料でございます。以上でございます。

平野倖規議長

上村建設課長。

上村康二建設課長

それでは、住宅管理事業の ２４５万 １，０００円の内訳について、ご報告をさせていただきます。

これにつきましては、これまでの実績によりまして、今後、維持管理といたしまして不足し

ている分として８６万 ５，０００円、それと今後、３月までに特別な支出ですね、それがあけぼの

団地Ｃ棟のガス配管の工事、前桂団地の浄化槽の機器の取り替え、長浜輪戸団地の非常警報

装置の修繕、この３つで １５８万 ５，６００円、合わせまして ２４５万 １，０００円となっております。

以上でございます。

平野倖規議長

ほかに質疑はございませんか。

北村博司議員。

１８番 北村博司議員

１８番、今の観光振興、ＦＭ三重って言うたんですかな。ＦＭ三重やった。三重テレビ、ど

っち。ＦＭ三重ね。ＦＭ三重は現在も広告料出していると思うんですがね。どうなんですか、

きちんと評価しておるんですか。極めてＦＭ三重の何というんか、企画力等々に私は疑問を

持っておるんですが、きちんと評価しているのかどうかというのをお聞きしたい。

それから、２２ページの児童公園の修繕費と言ってましたね。民生共通事務事業かな、これ。

２２ページ、児童公園と言わなんだかな。ちょっと中身をお聞かせいただきたいのと。

あと、４１ページの住民生活に光をそそぐ交付金、図書館整備って、どこを指しているのか

ですね、どの図書館かって、図書館というのはないで図書室やろやけども、どこのどういう

整備にあてるのかお聞かせいただきたい。

平野倖規議長

田商工観光課長。

田多実博商工観光課長
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ＦＭ三重のラジオ番組のことかと思いますが、ご承知のようにですね、毎週金曜日に１２時

から３０分間のＦＭ放送をさせていただいております。内容としましてはですね、いろいろな

歴史の部分であるとか、あるいは食べ物等の宣伝であるとかですね、そういったことを、こ

ちらに取材に来ていただいて、制作をさせていただいておるところでございます。

内容等につきましてですね、こちらとも協議をさせていただきながら、いろんなものをＰ

Ｒさせていただくということで、一定のですね、効果はあるものと認識はしております。以

上でございます。

平野倖規議長

谷福祉保健課長。

谷吉希福祉保健課長

今回の児童公園の修繕でございますけども、長浜児童公園でございます。谷側のフェンス

が腐食し、大変危険な状態にあるために、今回、修繕をお願いするものでございます。以上

でございます。

平野倖規議長

村島生涯学習課長。

村島成幸生涯学習課長

社会教育総務費の住民生活に光をそそぐ交付金事業についてでございますが、どこの図書

館かといいますと、まず紀伊長島区にあります多目的会館図書室、それから海山区の町民セ

ンターにございます町民センターの図書室、それから教育会館内にあります児童図書館の３

館の整備を図っていきたいと思っております。

内容につきましては、図書を検索できるシステムを導入したいということを主にやってお

りまして、この事業は平成２３年、２４年度の２カ年事業で実施するものでございます。現在の

ところですね、システムの状況、どのようなシステムを導入するかというようなこととかで

すね、あるいは古い図書の整理、それから新しい図書の購入というところで、今、進めてき

ております。そのようなことでございます。

平野倖規議長

北村博司君。

１８番 北村博司議員

３２ページのＦＭ放送に再度お尋ねしますけれども、ＦＭ三重の放送基準というのを承知し

ているかどうかですね。承知して言っておるんでしょうね。委託しておるんでしょうね。
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それと、具体的にお聞きしますが、我が町が生んだ偉大な浜口熊嶽氏を放送基準に適合し

ないって判断は、どこでしたんですか。お尋ねしたいと思います。明確にお答えください。

つまり、放送基準に合致しない人物だという判断ですね。お聞きしたいと思います。

平野倖規議長

田商工観光課長。

田多実博商工観光課長

申し訳ございません。ＦＭ三重の放送基準については、ちょっと把握をしてございません。

で、浜口熊嶽さんの番組放送の未放送の内容等についてですね、放送基準等でしないという

ことは、ちょっと私はそういうのは認識はしておりませんでした。申し訳ございません。

平野倖規議長

尾上町長。

尾上壽一町長

どこでですね、そのＦＭ三重の放送基準が、その浜口熊嶽氏の基準に触れたのかというこ

とは、私も認識しておりません。そういうことで、この浜口熊嶽氏のことがですね、そうい

う土俵に乗ろうとしたのかどうかということも、ちょっと存じておりませんので、申し訳ご

ざいません。

平野倖規議長

北村博司君。

１８番 北村博司議員

よろしいですか。今、提供しているスポンサーとしての立場でお聞きしたいんですよ。Ｆ

Ｍ三重側が浜口熊嶽氏を取り上げようとして、向こうがですよ、協力依頼があったんですよ、

私に。それで私は何度か応じた話に、そしたら一方的に、ディレクターと称する人物から、

我が社の放送基準に合致しないんで、こっち側からいつ頼んだって、そちらが取材、放送し

たいと言ってきて、協力したにもかかわらず、一方的にそういうことを言ってきた。

で、言っておる意味がわからんわというのです。どういう、だから担当課知らないはずが

ない。知っておるはずです。それでその後、引本の夏まつりＫＯＤＯの場にいたら、謝りに

来たんですよ、ディレクターが。私は謝られる理由もないと言った。そちらが要請してきて

ですよ、紀北町、地域が生んだ偉大な人物を取り上げたいと言ってきて、一方的に、うちの

放送基準に合わんのでと、そんな侮辱的なことを言われる理由はどこにあるんですか。町長、

お聞かせいただきたい。

４７



それで、浜口熊嶽氏が一般の放送に載せられない人物というふうな理解をしておるんです

か。大手新聞でも度々記事掲載されていますよ。そういう田舎の、失礼やけども、田舎のＦ

Ｍ放送が勝手な基準を設けて侮辱するんですか。そんなところにスポンサー料高額なものを

税金から払っておるんですか。明確にお答えいただきたい。知らなかったとは言わせません。

知っておるはずです。役場が。

平野倖規議長

尾上町長。

尾上壽一町長

知らなかったものは知らなかったと言うしかないんで、申し訳ございませんが、それとで

すね、その要請したって、浜口熊嶽氏のことは今年でしたか、北村議員がいろいろな説明を

してですね、私もその場にいさせていただきましたし、また、ああいった銅像も建っており

ますので、郷土が生んだ方だということで、私もあの場で説明を受けさせていただきました。

しかしですね、このＦＭ三重のことがですね、私存じておりませんので、今ここで、どうい

う基準で、どういう理由でそういうことになったかというのを経緯もわかりませんので、ま

た、そういった部分を調べさせていただきたいとは思いますが、今、この時点で、お答えす

ることができませんので、申し訳ございませんが、ご理解いただきたいと思います。

平野倖規議長

田商工観光課長。

田多実博商工観光課長

はい、ちょっと内容について、再度調べさせていただきたいと思います。以上です。

平野倖規議長

ほかに質疑される方はありませんか。

瀧本攻君。

５番 瀧本攻議員

今、歳出でしょう。ページ数、２５ページ、総務財政でかかっておったらもう質問しません。

第１目の児童福祉費 １４８万円、これはなぜ増えたのかということと。

それから、３５ページの砂防費の急傾斜崩壊対策事業費 １，３２０万円、県の負担ということで

すけども、場所を教えてください。

それから、３８ページの目の５の災害対策費、職員の方が時間外手当出されて、管理職の。

これがいくらですか、 １，０３６万 ７，０００円、明細がわかればお教え願いたいと思います。台風
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１２号ですね、これ。

それから、４２ページのこれも災害復旧費、林業整備でございますが、４２ページ。これ補正

で全部上がってますけども、４３ページ、ごめんなさい。４３ページですね。 ３，８３３万 ２，０００円

と、その下の １，０６１万 ６，０００円。

それとめくっていただいて、４４ページも同じでございます。目の１と２、明細で ３，５０１万

７，０００円、９０万円、９０万円はよろしいですわ。あとは ２，８４２万円、国補河川災害対策復旧事

業、以上。

平野倖規議長

谷福祉保健課長。

谷吉希福祉保健課長

放課後児童クラブの、今回の １４８万円の増額に関しまして、お答えいたします。夏休み７

月、８月において保護者からの要望が強く、申し込みがありました。放課後児童クラブの利

用児童数をすべて受け入れましたので、その結果、児童数が増えた分の指導員、指導加配分

が必要となってきましたので、増額させていただきました。以上でございます。

平野倖規議長

上村建設課長。

上村康二建設課長

急傾斜地の崩壊対策事業の場所ということでございましたけども、これにつきましては、

紀伊長島区の長島地区新町と、それと２３年の６月にですね、斜面が崩壊いたしました西町で

ございます。以上でございます。

平野倖規議長

五味危機管理課長。

五味啓危機管理課長

災害対策費の職員手当の １，０３６万 ７，０００円の内訳でよろしいんですね、はい。これには管

理職特別勤務手当が １７０万 ８，０００円と、時間外勤務手当が ８６５万 ９，０００円ございます。それ

ぞれ日にち別、台風別にですね、ご説明させていただきます。

９月１日から５日までの台風１２号でですね、管理職特別勤務手当が６６名分で １４９万 ２，０００

円、時間外勤務手当が １２４名分で ８１６万 ６，３７５円でございます。続きまして９月２０日から２１

日にかけての台風１５号で、時間外勤務手当が１５名分で２５万 １，９４３円、それと次にですね、９

月２５日に大雨洪水警報が発令されました。そのときの管理職勤務手当が４名分で４万 ８，０００
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円、時間外勤務手当が７名分で１１万 ３，０５３円、それと１０月２２日の日にですね、大雨洪水警報

が出ましたので、これで管理職特別勤務手当が１９名で１６万 ８，０００円、時間外手当で８名分で

１２万 ７，５５４円でございます。内訳は以上でございます。

平野倖規議長

脇農林水産課長。

脇博彦農林水産課長

それでは、ページ数４３ページの林道施設災害復旧の、まず国補林道災害復旧事業 ３，８３３万

２，０００円につきましては、林道三ツ谷線災害復旧工事ということで、これ赤羽地区なんです

けども３箇所ございます。もう１箇所が、林道鍛冶屋又南線災害復旧工事ということで１箇

所、合計で ３，７７６万 ６，０００円、それから事務費として５６万 ６，０００円計上させていただきまし

て、 ３，８３３万 ２，０００円となっております。

続きまして、町単林道災害復旧事業 １，０６１万 ６，０００円におきましては、これも赤羽の地区

なんですけれども、作業道の北又北足谷線災害復旧工事が ３６０万円程度、作業道北又大河内

線災害復旧工事が、約 ４１０万円程度という内訳となっております。以上でございます。

平野倖規議長

上村建設課長。

上村康二建設課長

４４ページの国補町道道路災害復旧事業の ３，５０１万 ７，０００円の内訳でございますけども、こ

れにつきましては、工事請負費といたしまして ３，４５０万円、内訳といたしましては、町道大

原池尻線の道路災害復旧工事が ６００万円、町道下河内大野内線道路災害復旧工事分割１号と

いたしまして ４５０万円、町道下河内大野内線の災害復旧工事分割２号といたしまして １，１００

万円、それと町道田山線道路復旧工事といたしまして １，３００万円、また事務費といたしまし

て、５１万 ７，０００円を計上したものでございます。

失礼しました。今、大野内（おおのうち）線と言いましたけど、正確には大内（おおうち

ち）線でございます。訂正させていただきます。すみません。大野内（おおのち）が正しい

んです。訂正させていただきます。

次に、国補河川災害復旧工事の ２，８４２万円でございますけども、これの内訳につきまして

は、工事費といたしまして ２，８００万円の増額でございます。普通河川有久寺川の河川災害復

旧工事分割１号として １，９００万円、同じく普通河川有久寺河川災害復旧工事といたしまして

７００万円、準用河川スルジ川の河川災害復旧工事といたしまして ２００万円でございます。また

５０



事務費といたしまして４２万円を計上しております。以上でございます。

平野倖規議長

瀧本攻君。

５番 瀧本攻議員

今、建設課と農林、お答えいただいたんですけども、やはりこの説明のところにですね、

もうちょっと、欄が空いておるわけですから、今のことをですね、あとでいただきますけど

も、今後の要望ですけどね、この議案じゃないんですけども。書いといてもらわんとわから

んですね。

それから、民生費のですね、戻りますけど、２５ページの。この １４８万円増えたということ

は、学童保育ですね、これ。何名増えたんですか。

平野倖規議長

谷福祉保健課長。

谷吉希福祉保健課長

今回の補正分に関しましては、人件費の分が２カ月分、１人で２９万 ６，０００円あるんですけ

ども、５９万 ２，０００円と、あと加配分ですね。加配分が１４万 ８，０００円が２カ月で、２人分で５９

万 ２，０００円、それで１４万 ８，０００円の２カ月分ということで２９万 ６，０００円、全部で １４８万円で

ございます。海山区の加配分が１人、それで紀伊長島区の加配分が１人増えたもんで、その

分でございます。

５番 瀧本攻議員

議長、答えになっていないのですけど。

平野倖規議長

ちょっと、もう一度。

谷福祉保健課長。

谷吉希福祉保健課長

受け入れた分につきましては、長島区で夏休みに８人、海山区で夏休みに２８人を、全体の

額として受けております。以上でございます。

平野倖規議長

よろしいですか。

ほかに質疑ございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）
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日程第１２

平野倖規議長

次に、日程第１２ 議案第４８号 平成２３年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

松永征也君。

１２番 松永征也議員

これは歳入歳出一括ですか。

平野倖規議長

これは一括です。すみません。

１２番 松永征也議員

６ページの歳入ですね。この中で前期高齢者交付金が１億 ５００万円、多額なですね、補正

になっておるんですが、この理由はなんでしょうか。

それから、歳出ではですね、１４ページ、財政調整基金の積立金 ４，４０１万 ８，０００円ってあり

ますが、累計ではいくらになるのか、お聞きをいたします。

平野倖規議長

工門住民課長。

工門利弘住民課長

失礼いたします。前期高齢者交付金のほうなんですが、実はこれ年度ごとの精算でござい

まして、例えば、昨年度についてはですね、その前の年の精算がございまして、 ６，０００万円

ほど減額されております。今年度はですね、昨年度の分が ４，３４０万円増えておりまして、こ

れだけでも１億円の差ができてくるわけなんです。

そして２０年度からですね、始まった事業でございまして、前年度を加味しながらですね、

積算しておるわけなんですけども、その２カ年の差し引きだけでも１億円の差が出てしまう

ということで、このような大きな差になっております。
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それから、財政調整基金の積立金についてなんですが、しばらくお待ちください。失礼い

たしました。２２年度末が ７，８２９万 １，０００円でございまて、本年度１億 ３，２２２万 ３，０００円を積

み立てまして、現在の見込みでいきますと、平成２３年度末には２億 １，０５１万 ４，０００円となる

見込みでございます。以上でございます。

平野倖規議長

松永征也君。

１２番 松永征也議員

その前期高齢者交付金についてはですね、先ほど課長の説明ではですね、当初のね、本年

度決定分ということであったわけなんですけども、そうしますと概算分と精算分になってお

るということなんですね。その内訳がわかればちょっとお聞きしたい。

それとですね、基金の積立金が２億 １，０００万円もあるわけになるわけですね。国保財政は

ですね、これまでとは違って、もう１件レセプト３０万円以上のあれですね、保険財政共同安

定化事業もやっておるし、それから今の前期高齢者の交付金、これは平成２０年からできたと

思うんですが、このようにですね、もう安定化がかなり図られてきておるわけですね。その

ような中でね、積立金をこれ２億 １，０００万円も持っておると、これは積立金上限をどのよう

に考えているのでしょうか、お聞きします。

平野倖規議長

工門住民課長。

工門利弘住民課長

まず、前期高齢者交付金のほうなんですが、前々年度の確定額が７億 １，２５０万円ほどとな

っております。そして概算額につきましては６億 ６，９１２万 ９，０００円というふうになっており

まして、その差額が ４，３４０万 ４，０００円不足していましたということで、今年プラスして交付

される分でございます。

それでですね、あと財政調整基金積立金についてなんですけども、私、２３年度末で２億 １，

０００万円ほどになると申し上げましたけども、通常のですね、１カ月分の医療費といいます

か、それが１億 ３，０００万円とか、あるいは１億 ５，０００万円近くになるときもございます。そ

ういった中でですね、２億 １，０００万円という数字は決して多くない数字だと思います。確か

に、以前と比べまして共同事業とか、そういうのが充実はしてきておりますが、例えばです

ね、平成２２年度においてはですね、１億 ７，０００万円ほど取り崩して途中補正をしております。

そして２２年度末にはですね、 ７，８００万円までに財政調整基金の積立金の残高が減っておりま
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す。そういったようにですね、私、先ほども、前期高齢者交付金のことを言いましたけども、

そういったのでですね、例えば、明くる年になって何千万円か返さなあかんことも出てくる

と、そして、また医療費によってはですね、突発的に病気等流行った場合はですね、かなり

高額な医療費を持ち出さなければならない可能性も出てくるということで、私は２億 １，０００

万円というのはですね、まだ十分足る金額とは思っておりません。

例えば、平成２１年度末には２億 ５，０００万円あったところでございますが、今、２３年度の途

中で２億 １，０００万円になったというだけでですね、今後の医療費をまた見てみるとですね、

また３月補正、ひょっとしたら、また医療費も上がるかもわかりませんので、そういったな

かでは、決して安心できる数字とは、私は考えておりません。以上です。

平野倖規議長

瀧本攻君。

５番 瀧本攻議員

これ教民の問題なので質疑させていただきます。先ほど松永議員がおっしゃったですね、

前期高齢者の交付金１億 ５７０万 ２，０００円、約どうですか、かなりの額ですね、予算に対してね、

補正がね。これはいわゆる社会保険というのがあってですね、その社会保険はサラリーマン

の世帯が入ってみえる。それが６０歳で定年になり、６５歳もある。経営者だったら７０も入れる。

そうすると普通の従業員だったら６０歳定年になる。それがいわゆる国保へ入ってくるわけで

すね。当然、その社会保険から、これは法律に基づいて結局、その国民保険へ助成しておる

わけですね。それでバランスを取っておるわけです。この見込みについてですね、これ予測

できなかったんですか。これぐらいのものが入ってくるかということが、１点と。

もう１点はですね、これちょっと話がそれるか知れませんけども、レセプトはですね、お

そらく国保も社保も一体化しようという動きがありますね。社会保障改革の中でね、レセプ

トを一体化しようと、その辺のところをお聞きになっているかどうかということ。

それから、後期、一般の何ですけど、高額医療のいわゆるトータルで２億 １，２００万円にな

ったわけですね。これわかれば人数はどれぐらいで２億 １，２００万円になったかということで

ございます。先ほど松永議員のおっしゃった、その２億円ぐらいの積み立てでないと、結局、

タイムラグの問題で借り入れしなければならないということで、大体１億 ８，０００万円から２

億円ぐらい持ってないと、借り入れをしなければならないということはよくわかりました。

ただ、この２点についてお答えいただきたい。

平野倖規議長
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工門住民課長。

工門利弘住民課長

確かにですね、前期高齢者交付金につきましては、６５歳から７４歳までの方の人数が、保険

者間で、いろいろ国保は多いんですけども、異なるわけで、その調整分として入るものでご

ざいます。予測なんですけども、例えば今の時期でですね、この前期高齢者交付金が確定し

ておるわけなんです。そして今の時期に確定しておるということは、概算としてですね、今

年度交付してもらっておるわけでですね、そして明くる年になって何千万円かの、その確定

ですね。それによって何千万円が増えたり、何千万円が減ったりという、そういう大きな数

字でございます。

実は、この前期高齢者交付金については、平成２０年度に始まるときにですね、そういう試

算式のようなものもあったんですけども、実際にそれでしてもですね、国の見込みといいま

すか、それがかなりかけ離れた数字であったということもありまして、予測につきましては、

かなり難しいものがございます。そういうことで１億 ５７０万 ２，０００円の補正というふうにな

ってきたわけでございます。ご理解願います。

それから、２点目のですね、社保と国保のレセプトの統合につきましては、そういう話は

出ておることは聞いておりますが、まだ、確定事項ではございませんので、私が申し上げる

ことはできんのですけども、今現在はですね、国保の各都道府県ごとのですね、統合という

ことで、今は社会的には進んでおりまして、平成３０年度を目処にですね、そのような形で進

んでおりまして、また、社保とのレセプトの一本化というのは、ちょっとまだ、私のほうに

はまだ届いてきておりません。

それから、高額療養費のですね、今回、一般被保険者の高額療養費を １，０９９万 ９，０００円で

すね、増額補正させていただいたんですけども、これはこれまでの医療費の増減を積算しま

して、その中から決算見込みを変更して、この額を割り出したものでございまして、ちょっ

と私、人数というのはちょっと今、手元にございません。大変申し訳ありませんが、そうい

うことですので、よろしくお願いいたします。

平野倖規議長

瀧本攻君。

５番 瀧本攻議員

やはり歳入のですね、今言った最終的にこれ７億 ７，５００万円になるわけなんですけども、

この辺に相当気を使ってやらないと、国保会計が大変になると思うんですね。社会保険のお
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金から、いわゆる６０歳未満の方、６５歳でも社保は払っておる人おる。そこから国保が足りな

いから、こっちへ支出をするわけですね。だから、これは非常に危険性のある問題だと思う

んですね。社会保険ももう大変になっておる。その点については、やはり課長大変ご苦労や

けども、この辺のいわゆる歳入面をですね、社保庁と話しながらですね、きちっとしておか

んと、タイムラグの問題が出てきて、借り入れ起こさんならんような問題も出てくると思う

んですよ。だから、この辺について緊張感を持ってやっていただきたいと思います。

平野倖規議長

工門住民課長。

工門利弘住民課長

ありがとうございます。私もですね、確かにこの３カ年の中でですね、こういう毎年増減

があるというふうなものは、かなり問題もあると思っております。その点につきまして、社

会保険診療報酬支払基金とか、それから国保連合会とかですね、そういったところにもご相

談申し上げまして、できるだけ当初においてはですね、近い金額が出せるような形で、努力

していきたいと思っております。よろしくお願いします。

平野倖規議長

よろしいですか。

ほかに質疑ございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

日程第１３

平野倖規議長

次に、日程第１３ 議案第４９号 平成２３年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。
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（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

日程第１４

平野倖規議長

次に、日程第１４ 議案第５０号 平成２３年度紀北町介護サービス事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

松永征也君。

１２番 松永征也議員

歳入の６ページをお聞きしたいんですが、施設介護サービス費の収入ですね、 ６０３万 ８，０

００円の減額となっておりますけども、今年度ですね、介護報酬の改定もなかったわけなんで、

何でこのように多額な額がですね、減額されるのか、その理由をお聞きしたいと思います。

平野倖規議長

谷福祉保健課長。

谷吉希福祉保健課長

お答えいたします。この歳入の ６０３万 ８，０００円の減額でございますけども、歳入歳出見合

いの０円に合わすために、この ６０３万 ８，０００円を減額しておる状態でございまして、サービ

ス費の収入の減額となっておりますけども、歳入歳出見合いの０円に合わせてあります。そ

ういうことでございます。

平野倖規議長

松永征也君。

１２番 松永征也議員

歳入歳出の額を合わすためということなんですけども、実際は入る見込みなんですね、こ

の額は。そうしますとですね、予算編成の問題だと思うんですが、そのような場合、どんな
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んでしょうか。積立金にするとか、予備費に計上するとか、いかがですか。これで予算編成

が正しいやり方なんかどうか。その辺を財政のほうでお聞きしたいと思います。

平野倖規議長

堀財政課長。

堀秀俊財政課長

お答えいたします。収入につきましては、不確定要素かなりあると思いますので、そうい

う意味で、福祉課長言われたような処置をとってみえたのかなというふうに考えます。以上

です。

平野倖規議長

松永征也君。

１２番 松永征也議員

ちょっと説明が、私の質問がわからなかったんかですね、その入ることがわかっておるの

に減らしておるということをね、それで正しいのかどうか、予算編成がね、お聞きしておる

わけなんですが、その回答はなかったと思います。

それで、この介護報酬はね、私、確かね、昨年の決算では１億 ７，０００万円ぐらいあると思

うんですわ。そうするともう ２，０００万円ぐらいの乖離、開きがあるんさね。収入見込み額と

予算額との間にね。予算編成こんなやり方で良いのかどうかをね、もう一度財政にお聞きを

します。

平野倖規議長

堀財政課長。

堀秀俊財政課長

その収入につきましては、ちょっと私のほう把握はしておりませんが、その収入について

ですね、この収入はもう最終的に、かなり動きというのがあろうかというふうに思っており

ます。それで今の段階におきまして、このような組み方をさせていただいたということだと

思いますので、ご理解をいただきたいと思います。

平野倖規議長

ほかに質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

５８



日程第１５

平野倖規議長

次に、日程第１５ 議案第５１号 平成２３年度紀北町水道事業会計補正予算（第１号）を議題

といたします。

質疑を行います。

質疑される方はありませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

以上で、質疑を終わります。

これで、本定例会に上程されました案件についての質疑は、すべて終了しました。

委員会付託表を配付してください。

（委員会付託表の配付）

委員会付託

平野倖規議長

お諮りします。

ただいま議題となっております各案件については、会議規則第３９条第１項の規定により、

別紙委員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

平野倖規議長

異議なしと認めます。

したがって、各議案については、別紙委員会付託表のとおり、各担当委員会に付託するこ
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とに決定しました。

なお、付託案件の審査については、１２月７日、水曜日は、総務財政常任委員会、１２月８日、

木曜日は、産業建設常任委員会、１２月９日、金曜日は、教育民生常任委員会の開催というこ

とであります。開催時間はいずれも午前９時３０分からとなります。

委員会の運営にあたっては、各常任委員長において取り計らいくださいますよう、お願い

申し上げます。

平野倖規議長

以上で、本日の日程はすべて終了しました。

本日は、これで散会いたします。

（午後 １時 ４６分）
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地方自治法第 １２３条第２項の規定により下記に署名する。
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